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令和 7 年 6 月 吉日  
烏山北小学校ＰＴA  

会長　門脇　勝 

令和7年度 第一回 運営委員会  

開催日時  2025 年 6 月 7 日(土)  9:00～  開催場所  ランチルーム 
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１ 校長先生あいさつ​
   

　おはようございます。本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。６月に入り子供たちも

横の繋がりをしっかりと作って楽しく過ごしているところです。それぞれの学年で、お出かけの行事があったり楽

しみながら過ごしています。一年生は朝顔の種をまいたり、二年生は野菜を育てたり、三年生は植えたキャベツ

からモンシロチョウの幼虫をとり孵化する様子をみたり、自分たちが育てたり見守っているものが成長する様子を

見ながら、子供たち自身も成長することを感じ取っている様子です。今日は短い時間ですが、参観もしております

ので各学級見ていただければと思います。また副校長先生ですが、体調を崩している教員がおり、学校公開とい

うこともありますのでそちらのほうにでております。本日はどうぞよろしくお願いします。​

​

２  出席者紹介（氏名省略）​

河野校長先生、役員11名、各委員会14名　　計26名出席 



３ 議題（提案議案）​
 

役員選出委員会～令和８年度役員の選出方法について～ 

役員選出委員会委員長より以下の詳細説明があり、採決をとった結果、賛成多数により可決された。​
​
【1】役員選出のスケジュール​
9/24(水)　 役員立候補募集のお手紙を配布／ミマモルメ配信　​
※委員会正副委員長と同時募集開始（学年委員と連携）​
　　　　　　　　　↓​
10/3(金)　   役員立候補締め切り​
　　　　　　　　　↓​
10/18(土) 　役員候補選出会　​
※役選にて実施／見学可能／デジタルくじ導入（実施の様子を画面録画） 　互選会の対象者へご案内作成・送付​
　　　　　　　　　↓​
11/22(土)   互選会　⇒令和8年度役員の決定 

【2】委員会との同時立候補募集との調整事項 ​
役員立候補者が定員に満たない場合、足りない人数分を役員候補者としてくじで選ぶが、くじの対象から外すのは
委員同時選出により、委員長・副委員長に内定した方とする。 

【3】 役員経験者の永久免除について ​
① 永久免除権の集計見直し​
 これまで、役員経験者から永久免除権を行使するかしないかを聞いた上で、くじの対象から除外していたが、はじ
めから役員経験者をくじの対象から除外する。​
 これにより「永久免除権を行使する」というチェックが不要となり、永久免除希望者の集計の手間や漏れを防ぐこと
ができる。  

② 「永久免除権」名称見直し ​
「永久免除権」という言葉が、PTAに関わることを強く拒否しているように聞こえるという声があり、 見直したい。​
「役員経験者辞退制度」へ変更希望。お手紙には下記のように明記し、保護者からのネガティブな印象を払拭した
い。※免除はあくまで公平性を保つことが目的。​
 ​
役員経験者は、役員選出対象から除外されます。これは、特定の方に役職が偏ることを防ぎ、PTA 活動を保護者
間で広く分担することを目的としています。ただし、ご希望がある場合は役員経験者も役員に立候補することが可
能です。    
 

 
 

 

学年委員会～次年度委員選出について～​
​
学年委員会委員長より以下の詳細説明があり、様々な質疑応答がなされた。​
採決をとった結果、賛成多数により可決された。 

 【1】委員選出は事前立候補と委員全体選出会にて選出​
​
 【2】事前立候補を役員選出委員会と同時に行う​
​
 【3】事前立候補方法は令和７年度委員選出と同様にWEBフォームと立候補用紙を使った方法で行う​
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏面へ続く 



４　その他連絡事項​
​
①自転車事故防止に向けて（校外安全委員長代理　副会長深澤より）​
​
　5月28日、北沢タウンホールで開催された「世田谷区 校外分科会」に参加しました。そこで話題となったのが、自
転車事故の増加です。世田谷区は昨年、都内で自転車事故件数が最多となり、ワースト1位となりました。これは
児童に限らず、人口の多さも一因です。地域の取り組みとして、烏山北小学校では「小学2年生までは保護者同伴
で自転車に乗る」ルールを設けています。大人は運転免許を通じて交通ルールを理解していますが、子どもにはそ
の知識がありません。ご家庭でも、3点についてお子さんに伝えていただければと思います。​
「自転車も交通ルールを守る必要があること」、「衝突すれば大けがにつながること」、「加害者にも被害者にもなら
ない意識が大切であること」​
小学生でも事故の内容によっては責任を問われることがあります。大人の場合は免許停止などの処分もあり得ま
す。「被害者も加害者も出さない世田谷区」、そして「烏山北小学区」を目指し、まずは皆さんから安全意識を広め
ていきましょう。 

 

②親子であそぼう！バレーボール体験会開催について（バレー部より）​
​
　5月24日、親子で遊ぼうバレーボール体験会を開催しました。低学年から高学年まで幅広くご参加いただきまし
た。学期に一回くらいのペースで開催したいと思っています。また改めて募集のご案内をミマモルメ等でさせていた
だきますのでご参加よろしくお願いします。 

５　門脇会長あいさつ ​
​
　みなさん、本日はありがとうございました。今、非常に沢山のことをお伝えしたいのですが、一点だけお伝えしま
す。ＰＴＡ広報のからきたブログを読んでいる方もいらっしゃると思うのですが、ブログの回転率を上げたいと思って
います。私たち役員を含め、委員会でもなかなか注力できていない部分だと思います。定例会の様子を写真付きで
載せたり、「委員会でこんなことやってます」等、広報委員会に送っていただき、ブログで配信することでPTAの活動
を広め、またPTAの透明化を進める一つの大きなツールになると思っています。積極的にどんどんブログにあげて
いけたらと思っていますので、ご協力よろしくお願いします。本日はお集まりいただきありがとうございました。 

6　今後の予定​
   

日付  時間  　　 委員会  活動報告〆切 場所 

7/5（土）  9：00～  庶務（第二回） ― ランチルーム 

9/6（土）  9：00～ 運営（第二回） 8/30（土） ランチルーム 

10/4（土）  9：00～ 庶務（第三回） ― ランチルーム 

11/8（土）  9：00～ 運営（第三回） 11/1（土） ランチルーム 

12/6（土）  9：00～ 庶務（第四回） ― ランチルーム 

1/17（土）  9：00～ 運営（第四回） 1/10（土） ランチルーム 

2/7（土）  9：00～ 庶務（第五回） ― ランチルーム 

3/7（土）  9：00～ 運営（第五回） 2/28（土） ランチルーム 



保護者の皆さまへ 

 このたびは、令和７年度PTA 書面総会（書面決議）開催において、たくさんのご意見・ご質問をいただき、誠

にありがとうございます。​

本部へ寄せられたPTA予算に関する以下のご意見・ご質問について、この場をお借りし、お伝えさせていただきま

す。 

《ご意見・ご質問》（以下、原文） 

子供がより良い学校生活を送るためのPTAだと思いますが、バレー部やコーラス部など、親の活動について予算
が振り分けられている根拠は何でしょうか。バレー部とコーラス部合算で学年委員費の半分程度と金額の決定
根拠も何かあるのでしょうか。 

 
 
 
 
《回答》 

　PTAは本来、「子どもたちのより良い学校生活のために、保護者と教職員が協力して活動する団体」で

す。ご指摘の通り、私たちもこの原点を常に大切にすべきと考えております。 

 現在、PTA予算の一部がバレー部やコーラス部といった保護者クラブ活動にも振り分けられております。

これらの活動は、世田谷区立小学校PTA連合協議会（世小P）の一部として位置づけられたもので、保護者

同士の親睦や交流の場として、また地域連携の一助として長年続けられてきました。 

 また、バレー部やコーラス部には児童が共に参加する機会もあり、学校行事や地域イベントでの発表を

通じて、子どもたちにとっても新たな体験や交流の場となっています。 

 ご質問にありました予算額の根拠ですが、現状では過去からの「既存踏襲」が主な決定要因となってお

り、学年委員費の半額程度という金額も、それに基づいて設定されているのが実情です。明確な数値的根

拠や費用対効果の検証については、現時点で十分とは言えません。 

 この点についてはご意見を真摯に受け止め、今後は各活動の目的や実績、児童への直接的な関与の有無

なども踏まえ、予算配分の見直しを行ってまいります。  

また、「おやじの会（親と児童の会）」など、より直接的に親子で関わる新たな活動も現在PTA役員内で

検討しておりますが、現段階ではまだ具体的な実施の目処は立っておりません。 

  

今後も皆さまからのご意見を大切にしながら、PTAとしての本来の目的――「子どもたちのために」を軸

に、活動内容・運営体制・予算配分の見直しに取り組んでまいります。 

引き続き、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

  

 


